
工 事 名

路 線 名

位 置

工 事 期 間 自 令 和 8 年 3 月 5 日 至

工 事 金 支 払

入 札 保 証 金

交 通 止

材 料

支 給 材 料

延 滞 金

そ の 他

令 和 8 年 9 月 5 日

入　　　札　　　条　　　件

令和 8 年 1 月 30 日  

令和７年度　新田川河川災害復旧工事

町道皆倉線

錦江町神川地内

無

完成払

錦江町契約規則による

無

検査合格の後使用する

有

錦江町契約規則第４７条に基づき徴収する



工事箇所



令和７年度 新田川護岸改修工事 

現況写真 

起点側より 

 
終点側より 

 



工期の２分の１を経過していること。
工程表により、工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
工事の進捗出来高が請負金額の２分の１以上に達していること。

令和８年３月５日　～　令和８年９月５日　（185日間）

本工事の契約締結時には、建設業退職金共済制度に加入し掛金収納書を提出すること。
（検査）第１３条

特　　　　記　　　　仕　　　　様　　　　書

第３条　

第４条　

第５条　

第１０条　

第１１条　
第１項

第3項

入札金額は契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記入すること。
（入札保証金）
本工事は錦江町契約規則第５条により、見積もる契約金額の１００分の５以上の額を納付しなければ
ならない。ただし、錦江町契約規則第８条の規程に該当する者は免除とする。

本工事は錦江町契約規則第３４条により契約金額の１００分の１０以上の金銭的保証が必要である。だ
たし、錦江町契約規則第３７条の規程に該当する場合は免除とする。

令和7年度　新田川河川災害復旧工事
新田川
錦江町 田代麓地内

河川工事

第１章 総則

第１条　

第２条　

（前払金）
本工事の請負契約金額が５００万円以上の場合は、請負契約金額の４０％以内で前払金を支払う事
ができる。

本工事の数量は、別紙「本工事内訳書」「明細書」「仕様図面」のとおりとする。尚この数量が相違する
場合、請負者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
請負者は測量・調査・出来形管理・検査等のため専属して経験のある技術者を常置し、監督職員の
要求及び指示に従わなければならない。
請負者は、錦江町契約規則第３条により工事契約締結後７日以内に設計図書に基づいて工程表を
提出しなければならない。
請負者は、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設または測量を開
始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む）の初日に工事着手届を提出しなけれ
ばならない。

請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書
を監督職員に提出しなければならない。

１．
２．
３．
４．
５．

工 事 名

（契約保証金）

（建設業退職金共済制度）

路 線 名
工 事 箇 所
工 期
工 事 工 種

第７条　

第８条　

本工事はこの特記仕様書によるほか鹿児島県土木部制定（土木工事共通仕様書）（アスファルト舗装
工事共通仕様書）によること。

前金払を受けようとする請負者は、錦江町公共工事の前金払等に関する事務処理要網により契約締
結の日から３０日以内に保証事業会社の保証書を添えて請求しなければならない。

第６条　

工事検査を実施するに当たり、請負者はその工事に関し請負者があらかじめ現場代理人として指定し
た者及び主任技術者を立会させなければならない。

第１２条

第９条　

本工事の工期は上記記載のとおりとする。

（入札に記入する金額）

第２章 　入札及び契約に関すること

第２項 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに要する経費については、前項の規定により既に
した前金払に追加して、契約金額の２０％以内において、前金払をすることができる。

（１）
（２）
（３）



（現場代理人の兼任）
現場代理人の兼任を認める工事

兼任できる工事は３件
工事の当初請負代金額の合計が８、０００万円未満であること
発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと

手続き

受注者に対する措置請求

第２項

兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回以上、
担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること

現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書（別紙１）を提出し、発注者の承認
を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任（変更）通知書により、発注者に通知するこ
と。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

第２項 発注者への報告

　第３項　 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない選任の監理技術者のうち当該建設工事に係わる建
設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに該当するもの、又は同
号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認定した者で、監
理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者資格者証
の写しを添付すること。

１、２、及び３のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、また
は退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。
①受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長さ
れた場合

現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合

（４）

第２項 建設業法第２６条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術
者、又は専任の監理技術者については、適切な資格技術力等を有する者（工事現場に常駐して、専
らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る）を配置するこ
と。

第３項
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書
第１２条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
工事契約書第２０条により工事が一時中止されている期間

上記第1項の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼
務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間
を明確にしておくこと。

橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われてい
る期間。また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが
可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取締りを行うことができるも
のとする。

前３号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等
のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間

上記１のいずれの場合であっても、請負者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障が
ないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

第１６条

第１５条
第１項

第２項

（配置技術者等の途中交代）

（現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合）

第４項

（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいずれかの要件を
満たす場合に、工事請負契約書第10条第3項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障がない」ものとして取り扱うものとする。 ただし、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保
する必要や、現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要で
ある。

第1項

（１）
（２）
（３）

第1項
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営，取締りのほか、工
事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）
を処理する受注者の代理人であるが、次の（１）から（５）のすべてを満たし、工事現場に
おける運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を
認めるものとする。

建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契
約を締結しないこと。

第１４条　
第１項

第３章 　建設工事の適正な施工の確保

第１７条



適用期間
兼任を認める工事の適用期間については、鹿児島県に準ずる。
施工体制台帳の作成等について

施工体系図の作成に等について

 （現場発生土）
 　指定処分Ａ

 施工により発生する土砂類は下記により搬出すること。
 受け入れ場所  ： 
 仮  置  き  等   ： 必要な場合はその場所を明記する。
 錦江町が発注する全ての工事は、資源利用促進計画を作成し施工計画書に含めて提出すること。
 処分状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。

　指定処分Ｂ
工事により発生する土砂・岩塊は下記により搬出すること。
運  搬  距  離  ：
仮  置  き  等   ：必要な場合はその場所を明記する。
錦江町が発注する全ての工事は、資源利用促進計画を作成し施工計画書に含めて提出すること。

第２２条

第２３条

工事着手前に事前測量を行い、法線・縦断・横断・基準高等を設計図面と照合しその結果は内容の
有無に関係なく監督職員に報告書を提出し協議すること。また設計図書に明記してなくても、構造上
必要なものは全て監督職員と協議しその指示に従うこと。

第２５条

錦江町が発注する建設工事等（以下「町工事等」という。）において、暴力団関係者による不当要求ま
たは工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨
を遅滞なく町（発注者）及び警察に通報すること。
町工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害
が生じた場合は、町（発注者）と協議を行うこと。

本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部または以下のアからエの業務を下請け
に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及
び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事または
業務の着手前までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、
変更に関する事項について、作成し提出すること。なお、建設工事下請通知書の提出は、施工体制
台帳提出義務の拡大に伴い、廃止とする。

（暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置）

第４章 　建設リサイクルについて

第４項

第２１条

工事着工前に全工事区間の丁張を設置し、監督職員の承認を得てから着手すること。

処分状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。

（準備工）

事前測量の折、工事幅だけではなく用地幅の確認等も行い監督職員と連携を取りながら地権者とのト
ラブルのないように十分留意すること。

第２６条

  3Km

第２７条

  3Km

第２０条

（２）
第２項
第３項
第４項

第１項
第２項

第２項
第３項

工事着手前に工事区間の伐開を先行すること。

建設工事発注後にやむを得ない事業により上記の指定により難い場合は監督職員と協議の上、その
指示によること。

第４項

第２４条

本工事は、建設リサイクル法第９条第１項に規定する対象建設工事でないため、｢６ 解体工事に要す
る費用等｣の欄は該当なしとする。
建設工事の施工により発生する指定副産物は、全て工事現場から４０㎞以内の最寄りの再資源化施
設へ搬出するものとする。尚、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により上記により難い
場合は、監督職員と協議の上の指示によること。

第１項
（１）
（２）

第５章　工事の施工

第１８条
本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成
し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）
提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該
変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。

第１９条

本工事は、建設リサイクル法第９条第１項に規定する対象建設工事であるため、契約書「６ 解体工事
に要する費用等｣を記載することとし、落札後速やかにこれに係る事前協議を行うこととする。請負者
は協議に際して、説明書（別紙添付資料）並びに処理施設の許可書の写しを提出すること。

建設工事発注後にやむを得ない事業により上記の指定により難い場合は監督職員と協議の上、その
指示によること。

第１項
（１）



(2)ホイールローダー
(6)油圧ユニット (7)ローラ類 (8)ラフテレーンクレーン

生コン(ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品
（７品目） 石材類 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 木材 樹木 芝

（３） 前項で定めた不使用状況報告書において，第１項で定めた資材業者等から調達しない場合は，その
理由を記載すること。

（４） 請負業者は，工事完成時及び監督員から指示された場合，「建設資材使用実績報告書」を監督員に
提出すること。

（３）  請負業者は，工事完成時及び監督員から指示された場合，「下請業者使用実績報告書」を監
督員に提出すること。

（低騒音型建設機械の使用の原則化について）

（県産資材の優先使用について）

（町内建設業者の優先活用について）

（工事中における事故防止）

工事車両の交通事故防止に努めるとともに、工事区間の標識板の掲示等を適切に行い交通の安全
かつ円滑な対応に努めること。

（７）

第１項

指定主要資材

労働災害防止対策のため作業員の点検指示を的確に行うとともに、工事中の労働災害の未然防止
につとめること。

第２項

第３１条

第２９条
（１）
（２）
（３）

（４）

（５）

（６）

資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害
することがないようにすること。
さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないよ
うにすること。
 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法」（以下法という。）の目
的に鑑み、法第１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進す
ること。

（ダンプトラック等による過積載防止）
工事用資材等の積載超過のないようにすること。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

（1）から（6）のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
（手摺先行型枠組足場）

(1)バックホー (3)ブルドーザ

（排出ガス対策型建設機械の使用について）

第３４条
（１）

（２）

請負業者は、工事の一部を下請けに付する場合は、町内に本店を置く業者を使用するよう努めること
とする。
請負業者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事
における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督員に提出すること。

第３２条

(4)発動発電機 (5)空気圧縮機

なお、排出ガス対策型建設機械または「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に
明示し、工事完成図書に写真を添付すること。

第３３条
（１）

（２）

工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの（以下「県産資材」という。）
の優先使用に努めることとし、さらに県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者
等から調達するよう努めることとする。

請負業者は，「材料使用承認願」において，全ての資材について県産資材使用の有無を記載するとと
もに，以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は，「県産資材等不使用状
況報告書」を監督員に提出し，承諾を得なければならない。

本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年３月３０日建設省経機発第５８号に基
づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成９年建設省告示第１５３６号）により指
定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計
画書に明示し、工事完成図書に写真を添付すること。

下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける者
又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械または「排出ガス浄化
装置」装着機械の使用を原則とする。ただし、①リース業者等が対策型建設機械を供給できない場
合、②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが妥当でない場合等は、監
督職員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものとする。ただし、設計変更の対象とす
る。

第３０条
枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省平成15年４
月）」によるものとし、手摺先行型枠組足場は二段手摺、幅木の機能を有するものでなければならな
い。なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

第２８条



第３項 本工事の工事番号は「4602026030531」とする。

地籍調査完了区域内を工事施工する場合は、事前に税務課地籍係と連絡調整を図ること。

第２項

本工事の施工により発生する産業廃棄物については，処分状況等の記録（Ｅ票の写し及び産業廃棄
物管理票(マニュフェスト)総括表）を工事完成図書に添付すること。なお，工事完了時点で最終処分
が完了せず，Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，Ａ票，Ｂ２票及びＤ票のうち直近に返送さ
れたものの写しを添付すること。
ただし，この場合においても，最終処分が完了し，Ｅ票が処分業者より返送され次第，直ちに同票の
写しを提出すること。

本工事は，災害復旧工事であることから，早急に現場に着手するとともに出水期までには河川内での
作業を完了すること。

資材名 規格 区分 単価

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｼﾝｸﾞﾙ無孔用継手 φ600 22,000円 

本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成
果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島県電子納品ガイドラ
イン（案）：（以下、「ガイドライン」という。）」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（原則CD-R）で正本１部、副本１部の計２部
提出する。電子化しない成果品については従来どおりの取扱とする。電子納品レベル及び成果品の
電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

第６章 　そ　の　他　　　

第３５条
第１項
第２項

（地籍調査図根点及び筆界杭等の保護）

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出

第３７条

第３８条 電子納品
第１項

備 考

第３９条

地籍調査完了区域内にある図根点等は、高度な技術と精度を確保できる測量法により復元すること。

第３項

第３６条

復元後、移設前後の写真（移設点及び控え杭が確認できるもの）を添付の上、住民生活課地籍係に
提出し検査・検測をうけること。

第５項

第６項

工事現場周辺に対しては、騒音・振動等を極力少なくする他、散水その他飛散塵介の出ないように処
理すること。

第３項

第４項

工事着手前に必ず、関係自治会及び地権者に対し、工事内容・工事期間等の連絡をすること。

工事着手前に道路工事作業申請書（警察署・消防署）を提出すること。また、通行止めをする場合は
事前に監督職員と協議すること。

工事着手前に地下埋設物の支障物件（電力管・上水道管・ＮＴＴ管等）の有無を、占用する施設管理
者に確認すること。また、掘削にあたっては、埋設物管理者の立ち会いを求め、埋設位置・埋設深度
を確認するとともに、袈空物件（地域放送線・電力線・電話線）についても、工事着手まえに各施設管
理者と施工方法を協議すること。

工事施行の際使用した官民地の跡地整理を行うこと。

（その他）
工事着手前に本工事によって影響を受ける恐れのある地域内の地物の事前調査を行うこと。

工事の一部を下請けに付する場合は、あらかじめ、その承諾を受けること。その場合、下請負人の商
号又は名称、請負金額その他必要な事項を記載した通知書を提出すること。

第７章　提出書類

第１項
第２項

第４1条 本工事設計書で使用している資材単価は、鹿児島県土木部発行令和年度公共事業設計単価表
に記載されているもの以外の単価根拠は下記のとおりである。

第４0条 その他



（別紙１）

契約担当者　　　　　殿

　なお、両工事の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に留意します。

※添付書類：兼任する工事の当初契約書（写し）
　兼任する工事の承認を得た場合は，写しを後日提出すること

発 注 機 関 名

監 督 員 氏 名

発 注 機 関 の 連 絡 先

　下記工事について、現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。

請 負 金 額 （ 税 込 み ）

現 場 代 理 人 不 在 の
間 の 緊 急 連 絡 先

氏 名
連 絡 先

商号又は名称
代表者の氏名　　　　　　　　　印

現場代理人の兼任（変更）申請書

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請 負 金 額 （ 税 込 み ）兼 任 す る 工 事

連 絡 先

工 事 名

工 事 場 所

工 期

現 場 代 理 人 氏 名

兼 任 す る 工 事
（ 申 請 工 事 ）

令和　　年　　月　　日

請負者



様式１

：

：

：

：

※　１ 　廃棄物の品目毎に作成すること。

　収集業者と運搬業者、中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は、適宜項目を追加し作成すること。

　E票が処分業者より返送されていない場合は、直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。

：

：

：

：

番号 Ｅ票確認日

現 場 代 理 人 氏 名

請 負 者 名

工 事 場 所

工 事 名

処分業者の名称 備考最終処分終了日収集・運搬業者の名称交付番号 数量

五次

下請
階層

管内

全下請業者使用状況

契約金額

総数

下請業者内訳

一次

管内
管外

（県内）
県外 ② ③

単位

産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表

品目名

令和　　年　　月　　日

交付年月日

00

四次

0 0 0 0 00 0

下請階層 建設業者名
住所

（県・市町村名）
区分

下請工事
概要 番号

00 0

請 負 者 名

業者数 契約金額

階層別下請使用状況

二次

④業者数

管外（県内）

業者数 契約金額

0 0

不活用理由

① ② ③ ④

小計

三次

不活用理由

①

不活用理由

工 事 名

請 負 者 名

下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書

合計

県外

具体的理由

1

2

3

元請
業者
区分

最終請負
金額

（千円）

下請業者使用実績報告書

工 事 名



（別紙３）

錦江町長
新田　敏郎　　殿

住　所
氏　名
連絡先

１．工事の名称

２．工事の場所

３．説明内容　　　　添付資料のとおり

４．添付資料

　　①別表（別表１～３のうち該当するものに必要事項を記載したもの）

　　　□別表１（建築物に係る解体工事）

　　　□別表２〔建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）〕

　　　□別表３〔建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）〕

　　②工程の概要を示す資料（できるだけ図面、表等を利用する。）

(ア) 欄には、該当個所に｢レ｣を付すること。

記

説　　明　　書

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により
　　　　　　　　 　対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。



 

＊ 以外の事項は法第９条第２項の基準に適合するものでなければなりません。

(イ) 欄には、該当個所に｢レ｣を付すること。

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

□無

そ の 他 （ ）

工事着手の時期＊

工程
工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

 ①仮設

 ②土工

 ③基礎

 ⑥その他（　　　　　）

作業内容

□無

□無

□無

□無 ④本体構造

 ⑤本体付属品

作 業 場 所 の 確 保

分別解体等の計画等

□鉄筋コンクリート造　

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事の種類

使用する特定建設資材の種類
（新築・維持・修繕工事のみ）＊

 工作物に関する調査の結
果

工 作 物 の 状 況

周 辺 状 況

作 業 場 所 の 状 況

搬 出 経 路 の 状 況

工作物の種類
（解体工事のみ）＊

付着物の有無（解体・維
持・修繕工事のみ）

そ の 他 （ ）

発生が見込まれる部分又は
使用する 部分（注）

□手作業・機械作業の併用

 本体付属品の工事 □有

□有

□有

□有

□有

トン

トン

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

備考

トン

□手作業
□手作業・機械作業の併用
□手作業

□上の工程における⑤→④→③の順序

廃
棄
物
発
生
見
込
み
量

工作物に用いられた建設資材の
量の見込み（解体工事のみ）＊

（注）①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

□①□②□③□④□⑤□⑥

□①□②□③□④□⑤□⑥

□①□②□③□④□⑤□⑥

□手作業・機械作業の併用
□手作業

 基礎工事

 本体構造の工事

□手作業

□手作業・機械作業の併用

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み（全工事）並びに特定
建設資材が使用される工作物の部
分（新築・維持・修繕工事のみ）及
び特定建設資材廃棄物の発生が
見込まれる工作物の部分（維持・修
繕・欠いた移行時のみ）

工事着手前に実施する措
置の内容

□新築工事　　□維持・修繕工事　　□解体工事

□電気　　□水道　　□ガス　　□下水道　　□鉄道　　□電気

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□コンクリート　　□コンクリート及び鉄から成る建設資材　

□アスファルト・コンクリート　　□木材

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

（別表４）

その他の場合の理由（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□手作業
□手作業・機械作業の併用
□手作業

搬 出 経 路 の 確 保

□コンクリート塊

□アスファルト・コンクリート塊

□建設発生木材

量の見込み

トン

□無 その他の工事

□手作業・機械作業の併用

種類

□有

 仮設工事

 土工事

　令和　　年　　月　　日

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

鉄筋コンクリート造



（別紙５）

１．分別解体等の方法

(ア)  ｢分別解体等の方法｣の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

２．解体工事に要する費用（直接工事費）

円（税抜き）

（注） ・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。

３．再資源化等をする施設の名称及び所在地

４．再資源化等に要する費用（直接工事費）

円（税抜き）

（注） ・運搬費を含む。

施設の名称

③基礎

④本体構造

⑤本体付属品

⑥その他
    （    　        　　　　）

作業内容

 仮設工事
 □有　　　□無
 土工事
 □有　　　□無
 基礎工事
 □有　　　□無
 本体構造の工事
 □有　　　□無
 本体付属品の工事

 □有　　　□無

 □有　　　□無
 その他の工事

分別解体等の方法（※）

 □手作業

 □手作業
 □手作業・機械作業の併用

 □手作業・機械作業の併用
 □手作業

 □手作業
 □手作業・機械作業の併用

 □手作業
 □手作業・機械作業の併用
 □手作業
 □手作業・機械作業の併用

特定建設資材廃棄物の種類

 □手作業・機械作業の併用

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程

①仮設

②土工

所在地



No.1

数 量 総 括 表

工事名： 令和７年度　新田川河川災害復旧工事

①工事区分 ②工　種 ③種　別 ④細　別 ⑤規　　格 単位 数　　量 備　　　考

土工

55.2 土量計算書より

73.9

6.2

〃

掘削工 掘削 礫質土・ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3

m3土砂床掘作業土工

〃 〃 軟岩Ⅰ・ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 6.1 〃

〃 岩塊・玉石 m3

埋戻 W＜1.0 m3 12.0

25.8

10.8/0.9＝12.0

23.2/0.9＝25.8

15.1

〃 1.0≦W≦4.0 m3

基面整正 0.7*21.5 ｍ2

岩盤整形 0.4*8.5 ｍ2 3.4

68.9 62.0/0.9＝68.9

22.6

1.7

31.6-9.0＝22.6

盛土工 盛土 W＜2.5 m3

盛土部 ｍ2

法面整形工 法面整形 切土部：礫質土 ｍ2

雑石積工 現場発生材 ｍ2 9.0

24.3
24.3*0.18/
0.9＝4.86

29.8

畦畔工 300型 ｍ

残土処理工 残土等処分
6.1+6.2+（55.2+73.9）-
（12.0+25.8+68.9+4.86）

ｍ2

ﾌﾞﾛｯｸ積工

122.0

2.2

21.5

ﾌﾞﾛｯｸ積工 間知ﾌﾞﾛｯｸ ｍ2

基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 350用 ｍ

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ σｃｋ＝18Ｎ/㎜2 m3

現場打小口止工
小口止工A型
σｃｋ18Ｎ/㎜2

カ所 1.0

0.9

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（ｼﾝｸﾞﾙ管）
φ600　L＝4.0ｍ

本

34.0

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ σｃｋ18Ｎ/㎜2 m3

ふとんかご撤去 階段式 H＝0.5ｍ　Ｂ＝1.2ｍ ｍ

かご工

10.0 １次施工

10.0 ２次施工

12.0

10.0 １次施工

２次施工

仮設工

土のう工 大型土のう 袋

仮水路工

土のう工 大型土のう 袋

仮水路工
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（ｼﾝｸﾞﾙ管）
φ600　L＝4.0ｍ

本


